
男 女

年齢 年齢

昭和22年（1947年） 50.06 53.96

昭和25年（1950年） 58.00 61.50 女性60歳を超える

昭和26年（1951年） 60.80 64.90 男性60歳を超える

昭和32年（1957年） 63.24 67.60

昭和33年（1958年） 64.98 69.61
習志野市養老年金条例施行
（昭和33年3月6日公布、昭和33年9月1日適用）
支給内容：満77歳以上　年金2,000円

昭和34年（1959年） 65.21 69.88

昭和35年（1960年） 65.32 70.19 女性70歳を超える

昭和37年（1962年） 67.23 71.16
条例改定（支給金額の変更）
支給内容：満77歳以上　年金2,000円→1,000円

昭和42年（1967年） 68.91 74.15
条例改定（支給金額の変更）
支給内容：満77歳以上　年金1,000円→2,000円

昭和46年（1971年） 70.17 75.58 男性70歳を超える

昭和47年（1972年） 70.50 75.94
条例改定（支給金額の変更）
支給内容：満77歳以上　年金2,000円→3,000円

昭和49年（1974年） 71.16 76.31
条例改定（支給金額の変更）
支給内容：満77歳以上　年金3,000円→5,000円

昭和51年（1976年） 72.15 77.35 女性77歳を超える

昭和53年（1978年） 72.97 78.83

条例改定　（敬老年金から敬老祝金へ名称変更）
　　　　　　　（支給年齢、金額の変更・祝品を追加）
支給内容：満77歳以上満88歳未満　祝金5,000円
　　　　　　　満88歳以上　祝品5,000円相当

平成5年（1993年） 76.25 82.51

条例改定（支給年齢、金額の変更）
支給内容：満77歳以上満88歳未満　祝金5,000円
　　　　　　　満88歳以上満99歳未満　祝金10,000
円
　　　　　　　満99歳以上　祝金30,000円
　　　　　　　満88歳　祝品5,000円相当
　　　　　　　満99歳　祝品10,000円相当

平成8年（1996年） 77.01 83.59 男性77歳を超える

平成9年（1997年） 77.19 83.82

条例改定（支給年齢、金額の変更・祝品廃止）
支給内容：満77歳　祝金5,000円
　　　　　　　満88歳　祝金10,000円
　　　　　　　満99歳　祝金30,000円
　　　　　　　最高齢者　祝金50,000円

平成11年（1999年） 77.10 83.99
条例改定（支給対象者の変更）
支給対象者：最高齢者→満100歳以上
　　　　　　　　（支給金額の変更なし　50,000円）

平成22年（2010年） 79.55 86.30
条例改定（支給金額の変更）
支給内容：満99歳以上　20,000円→10,000円
　　　　　　　満100歳以上　50,000円→30,000円

平成26年（2014年） 80.50 86.63

平成28年5月末現在

和暦（西暦） 備　　考

　　　　　　日本人の平均寿命の推移（抜粋）   　  　　 資料４

※平成28年5月現在、厚生労働省が発表している平均年齢のデータは、昭和22年～平成26年までと
なっている。


